
障害福祉サービス事業所の
指定及び指導の状況



令和５年度末の障害福祉サービス事業所数は５２００施設
程度あり、令和４年度末から８％増加しています。

※R4末⇒R5末

対象施設数種別
（前年度比＋４２）１,５３１施設訪問系サービス
（前年度比＋１０３）１,３６９施設日中活動・就労系

サービス
（前年度比＋４３）６３４施設居住系サービス
（前年度比ー１）１５４施設相談支援
（前年度比＋２２４）１,５１０施設児童通所支援
（前年度比０）１５施設児童入所支援
（前年度比＋４１１） ７．８％５,２１３施設合計

監査指導対象施設数



令和６年度に改善報告を求めた文書指摘割合は３０％
となっており、監査指導を行った事業所数に対して３
割を占めています。

文書指摘割合文書指摘施設数実施施設数種別
４２施設１６０施設訪問系サービス
４８施設１４８施設日中活動系・

就労系サービス
４０施設１０１施設居住系サービス
４施設１４施設相談支援

４４施設１３３施設児童通所支援
２施設４施設児童入所支援

３２％１８０施設５５６施設合計

R7.1.31現在

実施施設数及び指摘事項件数



主な内容件数文書指摘事項
・各種加算（職員配置、日中支援、施設
外就労、欠席対応）の要件を満たさな
い。

・サービス管理責任者欠如減算、個別支
援計画未作成減算、身体拘束廃止未実
施減算

１０１件給付費の算定

・身体拘束適正化/虐待防止のための
研修・委員会設置・指針整備を行って
いない。

７４件身体拘束適正化

/虐待防止

・基準上必要な従業員（看護職員、児童
指導員等）が配置されていない。

・常勤が必要な人員（世話人、生活支援
員等）につき常勤の勤務時間に達して
いない。

１２件人員基準

○文書指摘事項の主な内容



○文書指摘事項の主な内容

主な内容件数文書指摘事項

・個別支援計画を作成していない、記載内
容が不十分。
・利用者へ説明した記録がない。
・個別支援計画作成の後、モニタリングの
実施、６か月ごとの見直し等を行って
いない。

２３件計画の作成・

交付

・法定代理受領を行った場合、利用者に
対して給付費の額が通知されていない。

１７件給付費等の額

に係る通知等

・業務継続計画が策定されていない。
・感染症及びまん延防止のための措置が
講じられていない。（委員会の開催、
指針の整備、研修及び訓練の実施等）

１００件業務継続計画

の作成・衛生

管理等



ご清聴、ありがとうございました


